
- 1 - 
 

厚生労働科学研究費補助金（食品の安全確保推進研究事業） 

平成 25 年度総括研究報告書 

 

国内における食品を介した種々の放射性物質による暴露量の評価 

 

研究代表者 寺田 宙 （国立保健医療科学院） 

研究分担者 飯島育代 （神奈川県衛生研究所） 

研究分担者 三宅定明 （埼玉県衛生研究所）  

研究分担者 太田智子 （公益財団法人日本分析センター） 

研究分担者 山口一郎 （国立保健医療科学院）   

研究分担者 児玉浩子 （帝京大学医学部）  

研究分担者 杉山英男 （松本大学人間健康学部） 

 

 

研究要旨 

東京電力(株)福島第一原子力発電所（以下、「福島原発」という）事故後、多くの都

市を対象とした放射性物質の暴露量調査を実施することが求められているため、平成

24 年度から陰膳方式による食品中の放射性物質のトータルダイエットスタディ（TDS）

を実施している。 

本研究の 2 年目にあたる平成 25 年度は、平成 24 年度に引き続き陰膳試料中の放射

性セシウムとカリウム 40を分析するとともに、一部の試料についてはプルトニウムと

自然放射性物質であるポロニウム 210 の分析も行った。対象地域は平成 24年度と同様、

福島県内の 6 都市（相馬市、南相馬市、福島市、郡山市、伊達市、会津若松市）と、

北海道、岩手県、宮城県、茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県、大阪府、高知県の計

15 地域とし、平成 25年 9 月から 11 月にかけて調査を実施した。研究協力者には 2日

分の食事を提供していただくとともに、食事の献立等を調査票に記入していただいた。

陰膳試料中の放射性物質濃度(Bq/kg) を基に 1 日摂取量を算出し、さらに ICRP の線

量係数を用いて被ばく線量を推計した。この他、地方自治体等が実施している食品中

の放射性物質の検査ならびに平成 22 年国民健康・栄養調査の結果を基に食事に由来す

る実効線量の推計を試みた。 

調査対象とした 15 の地域ではいずれも陰膳試料から原発事故で特徴的なセシウム

134 が検出され、福島原発事故の影響が認められた。全 80 試料中、放射性セシウム濃

度（セシウム 134 と セシウム 137 の合計値）が最も高かったのは伊達市（幼児）の

11.3 Bq/kg で、平成 24 年度の結果と比較すると高めの値を示したものの、現在の一般

食品に対する放射性物質の基準値（100 Bq/kg）の約 9 分の 1 であった。当該試料を 1
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年間摂取し続けた場合の預託実効線量は 73.7μSv で、現行の食品の基準値を設定する

上で基となった年間線量の上限値 1 mSv の約 14分の 1、自然放射性物質のカリウム 40

による預託実効線量（467μSv）との比較では約 6分の 1と推計された。また、食品中

の放射性物質に係る基準値で規制対象となっているプルトニウムについては分析を行

った全 29試料から検出されず、福島原発事故前の水準にあることが示された。一方、

自然放射性物質であるポロニウム 210 による預託実効線量はカリウム 40 とほぼ同レベ

ルで、福島原発事故由来の放射性物質の被ばくへの寄与は自然放射性物質よりも小さ

く、その寄与は大きく見積もっても 13分の 1程度であることが明らかとなった。 

地方自治体等が実施している食品中の放射性物質の検査ならびに平成 22 年国民健

康・栄養調査の結果を基に推計した福島原発事故発生直後から平成 25 年 12 月までの

積算実効線量（ｍSv）は 50 パーセンタイル値が 0.14、99 パーセンタイル値が 0.36、

99.9 パーセンタイル値が 0.49 で、現行の食品の基準値を設定する上で基となった年間

線量の上限値が 1 mSv であることを考慮すると十分に小さな値である。 

以上の結果から、食事による福島原発事故由来の放射性物質の暴露量は幼児を含め

て十分に小さいレベルにあることが明らかになった。しかしながら、事故前と比較す

ると放射性 Csによる預託実効線量は依然として高く、平成 25 年度は 24年度よりも高

めの放射性 Cs濃度を示す試料が一部で確認されたことから、食の安心・安全の確保の

ため、引き続き本研究を実施していく。 
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A. 研究目的 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東

日本大震災に伴う東京電力(株)福島

第一原子力発電所（以下、「福島原発」

という）事故から 3 年以上が経過し

た。事故後、自治体等によって実施

された食品中の放射性物質の検査件

数は平成 26 年 3 月現在で 75 万件以

上に上る。現行の食品中の放射性物

質 に 係 る 基 準 値 が 施 行 さ れ た 平 成

24 年 4 月以降の検査結果に限ると、

基準値を超過したのは魚介類、キノ

コ類等、一部の食品に限られ、全体

の 0.6%程度である。また、これら基

準値を超過した食品については出荷

制限等の措置が取られ、市場に出回

ることはない。しかしながら、国民

の放射性物質に対する関心は依然と

して高く、食品に由来する放射性物

質の暴露量の評価が求められている。 

このため、本研究では食品中の放

射性物質の濃度実態を把握し、食の

安心・安全の確保のための基礎資料

とすることを目的として、陰膳方式

による食品中の放射性物質のトータ

ルダイエットスタディ（TDS）を行っ

ている。 

本研究の 2 年目にあたる平成 25

年度は、平成 24 年度に引き続き陰膳

試料中の放射性セシウム（Cs）とカ

リウム 40（ 4 0K）を分析するとともに、

一部の試料についてはプルトニウム

（Pu）とポロニウム 210（ 2 1 0Po）の

分析も行った。Pu は食品中の放射性

物質に係る基準値において規制対象

とされた放射性物質であるが、その

福島原発事故後の食品中の濃度実態

については未だ十分な知見が集積さ

れているとは言えない。また、 2 1 0Po

については自然放射性物質で、特に

魚介類中の濃度が高いことが知られ

ており、諸外国と比較して魚介類の

摂取量の多い日本においては被ばく

への寄与という観点で重要な放射性

物質である。 

さらに、厚生労働省から公表され

ている食品中の放射性物質の検査結

果 [1]を基に被ばく線量の推計を試

みた。 

 

B. 研究方法 

1. 対象集団と試料 

1-1 対象地域 

対象地域については平成 24 年度

と同様、以下の 10 都道府県とした。 

 

北海道、岩手県、宮城県、福島県、
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茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県、

大阪府、高知県 

このうち、福島県については浜通

り、中通り、会津の 3 地域に分類す

ることができ、浜通りでは相馬市と

南相馬市の 2 都市、中通りでは福島

市、郡山市、伊達市の 3 都市、会津

については会津若松市の 1 都市を調

査対象とした。 

1-2 対象集団 

本研究では対象集団を成人（20 歳

以上）と幼児（3-6 歳）とした。幼

児については 1 歳児の方が 5 歳児よ

りも放射性 Cs の線量係数が大きい

が [2]、摂食量を勘案すると放射性

Cs による預託実効線量については

5 歳児が 1 歳児を上回ると考えられ

ること、また、1 歳児の食事（2 日分）

では分析を行う上で十分な量の陰膳

試料を得ることが出来ないため、1-3

歳児ではなく 3-6 歳児を研究対象と

した。 

成人については福島県内の 6 都市

（相馬市、南相馬市、福島市、郡山

市、伊達市、会津若松市）と、福島

県以外の 9 都道府県の計 15 地域を対

象とした。関係自治体の食品衛生主

管課、保健所等を介してそれぞれの

地域から 3 名を選定し、研究協力者

とした（図 1）。 

幼児については前述の 15 地域の

うち、岩手県、神奈川県、高知県の

3 県を除いた 12 地域において関係自

治体の他、小児科医等を介して研究

協力者を選定した（図 1）。 

研究協力者（幼児の場合には保護

者）には 2 日分の食事を提供してい

ただくとともに、食品の摂取状況に

ついて別紙 2、3 の調査票に記入して

いただいた。なお、平成 24 年度は研

究協力者から連続した 2 日分の陰膳

試料を提供していただいたが、採取

日が土日に偏り、それに付随して陰

膳試料中の食品群も偏るきらいがあ

ったため、平成 25 年度については試

料採取日を 1 週間のうちのいずれか

の 2 日とし、うち 1 日は平日とする

ものとした。 

1-3 試料の採取方法 

試料は平成 25 年 9 月から 11 月に

かけて採取し、研究協力者には別紙

1 の手順に従って食事試料を提供し

ていただいた。 

研究協力者が調査日に限って普段

と異なる食生活を送ると調査結果が

偏るので、これを避けるために、試

料採取日は冠婚葬祭、祝日、その他

の特別な献立の日を除き、ごく普通

の日とした。 

この他、試料採取にあたっての注

意事項は文部科学省の放射能測定法

シリーズ No. 16「環境試料採取法」

に準じた。 

例えば、魚介類であれば、 

 

・メザシやシシャモのように骨ごと

食べる魚はそのままとし、骨、皮

等を食べなかった魚はその部分を

取り除く 

・シジミ、アサリ、エビ、カニ等は

殻を取って身だけを入れる 
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とし、極力、実際に口にした食事に

近い状態とした。 

2 食品の摂取状況に関する調査 

陰膳試料中の放射性物質の分析の

結果、高めの値が検出された場合に

その原因を推定する目的で、調査票

（別紙 2、3）により研究協力者の食

品の摂取状況を調べた。 

厚生労働省から公表されている検

査結果によると、平成 26 年 3 月現在

で高い放射性 Cs 濃度を示している

のはキノコ類、魚介類、野生鳥獣肉

等、一部の食品群に限られている。

このため、調査票では各食事の献立

とともに、食事中にこれら放射性 Cs

濃度の高い食品群が含まれているか

どうかを記入していただいた。 

また、ホールボディカウンター等

の検査では自家栽培の野菜を食べた

方から比較的高めの放射性 Cs が検

出されているため[3]、自家栽培の野

菜の摂取状況についても調査票で確

認した。 

幼児についてはこの他、年齢、体

重についても尋ねた（別紙 3） 

3 分析方法 

3-1 試料調製 

研究協力者から提供していただい

た 2 日分の食事を試料とし、試料は

大型のブレンダ―を用いて混合・均

一化した。 

3-2 γ線放出核種の分析 

γ線放出核種であるセシウム 134

（ 1 3 4Cs）、セシウム 137（ 1 3 7Cs）、カ

リウム 40（ 4 0K）については混合・均

一化後の試料を乾燥後、450℃で 24

時間灰化処理し、灰化物を分析用試

料としてγ線スペクトロメトリーに

より定量した。γ線スペクトロメト

リーは「ゲルマニウム半導体検出器

によるガンマ線スペクトロメトリー」

(文部科学省放射能測定法シリーズ

7、平成 4 年改訂)に準じて以下のと

おり行った。 

分析用試料をプラスチック製容器

（U8 容器）に封入してゲルマニウム

半 導 体 検 出 器 （ CANBERRA 社 製 、

OXFORD 社製、PGT 社製）のエンドキ

ャップに載せ 80,000 秒以上測定し

た。バックグラウンド値は検出器に

空 の U8 容 器 を 載 せ た 状 態 で 適 時

200,000～ 300,000 秒 間 計 測 し て 求

めた。測定に先立ち、9 核種混合の

放射能標準ガンマ体積線源（日本ア

イソトープ協会頒布）を用いてエネ

ルギー校正曲線およびピーク効率曲

線を作成した。エネルギー校正、効

率校正および定量には γ 線核種解

析用ソフトを使用した。 

定量法の概略は次のとおりである。

分析対象とする放射性物質のピーク

領域内の計数値を用いてピーク面積

を計算する。ここで他の放射性物質

からの妨害が認められたときは補正

した。ピーク面積をピーク効率と分

析対象とする放射性物質の γ 線放

出比で除し、試料採取終了日におけ

る測定試料あたりの放射能を求めた

後、測定供試量で除して定量結果と

した。 

3-3 プルトニウムの分析 

Pu（ 2 3 9Pu および 2 4 0Pu）の分析は
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放射能測定法シリーズ No.12「プル

トニウム分析法」に準じた。すなわ

ち、混合・均一化後の試料を灰化し、

得られた灰に回収率補正用のトレー

サーとして 2 4 2Pu を添加し、硝酸を

加えて加熱分解した。陰イオン交換

樹脂カラム法で分離・精製した Pu

をステンレス鋼板上に電着し、測定

試料とした。測定はシリコン半導体

検出器（ORTEC 社製）により行った。

なお、 2 3 9Pu と 2 4 0Pu から放出される

α線はお互いのエネルギーが近く、

α線スペクトロメータでは弁別でき

ない。このため、Pu の値は 2 3 9Pu と
2 4 0Pu の合計値として評価した。 

3-4 ポロニウム 210 の分析 

現在のところ、 2 1 0Po の  分析に関

する公定法は定められていないため、

本研究では Miura らの方法[4]に従

って以下のとおり 2 1 0Po を分析した。 

混合・均一化後の試料（生）に銅、

鉛と回収率補正用として 2 0 9Po を添

加し、硝酸・過酸化水素水による湿

式分解後、チオアセトアミドにより

硫化物沈殿を生成させた。沈殿物を

溶解し、Sr レジンカラムに供与後、
2 1 0Po を溶出させた。溶出後、 2 1 0Po

を 0.25A で 150 分、ステンレス鋼板

上に電着させ、鋼板上の 2 1 0Po をシ

リコン半導体検出器（ORTEC 社製）

により測定した。 

4 食 品 中 の 放 射 性 物 質 の 検 査 結 果

を用いた線量の推計 

平成 25 年 12 月までに厚生労働省

から公表された食品中の放射性物質

の検査 結果（ N=676,684）と、平成

22 年国民健康・栄養調査における食

品群別摂取量の調査結果を無作為に

組み合わせて福島原発事故の直後か

ら平成 25 年 12 月までの食品に由来

する放射性 Cs の預託実効線量の積

算値を推計した。 

また、平成 25 年度の TDS の結果と

の比較のため、平成 25 年 9、10 月公

表分のデータを利用し、当該期間に

おける食品の摂取による預託実効線

量についても推計を行った。 

線量推計は以下の前提条件の下、

行った。 

 

  食品の分類：国民健康・栄養調査

の 99 食品小分類を利用 

  検出限界値未満（ND）の扱い：検

査結果が ND の場合、食品中の放

射性物質濃度は検出限界値（ DL）

相当とし、DL が不明な場合はそれ

ぞれの放射性物質濃度を 10 Bq/kg

とした。月別で ND が 6 割以上の

食品分類では DL の半分、8 割以上

では 1/4 とした。 

  福島原発事故後初期の 2 か月間は

4 日毎、以降は一月毎にサンプリ

ング 

  精米により玄米中の放射性 Cs 濃

度が 1/4 に減少 

  飲料水としてのお茶の放射性 Cs

濃度は茶葉中の濃度の 1/50 

 

（倫理面への配慮） 

本調査研究は厚生労働省・文部科

学省の「疫学研究の倫理指針」にも

とづき、国立保健医療科学院倫理委
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員会の承認を経て実施した。 

倫理指針に則り、調査開始に先立

って本研究の目的・意義・方法・侵

襲度・予測される危険性などについ

て研究協力者に説明し十分な理解を

得た。研究への参加により協力者が

不利益を被ることがないように配慮

した。また、いつでも自由意志で参

加の同意の撤回ができ、途中で参加

を中止しても、本人に何ら不利な取

り扱いを受けないことを保障した。

この様な内容について充分に説明を

行い、納得承諾頂いたのち調査を実

施した。 

個人情報については国立保健医療

科学院個人情報管理規程に則って個

人情報の漏洩がないように努めた。

すなわち、調査票（無記名）と試料

を保存する容器には予め ID を割り

振って連結可能匿名化し、個人情報

が漏洩することのないよう留意した。

測定結果は連結可能匿名化をはかり

その後のデータの解析に付した。分

析結果は個人が特定できないような

形で公表される予定である。 

 

C. 研究結果 

平成 25 年度は福島県内の 6 都市

（相馬市、南相馬市、福島市、郡山

市、伊達市、会津若松市）と、福島

県以外の 9 都道府県の計 15 地域から

80 の陰膳試料を得た。このうち 45

試料が成人用、35 試料が幼児用であ

る。以下に今回分析対象としたγ線

放出核種（放射性 Cs、4 0K）、Pu、2 1 0Po

それぞれについて、陰膳試料中の濃

度、1 日摂取量、預託実効線量の結

果を示す。 

1 陰膳試料中のγ線放出核種 

1-1 γ線放出核種の濃度  

全 80 試料のγ線放出核種濃度を

表 1、2、ならびに地域・年齢別のγ

線放出核種濃度の平均値を図 2、 3

に示す。また、参考までに平成 24

年度の陰膳試料中のγ線放出核種濃

度を表 3、4 に示した。なお、濃度は

生重量ベースの数値で示した。また、

放射性 Cs 濃度（ 1 3 4Cs 濃度と 1 3 7Cs 濃

度の合計値）については、1 3 4Cs また

は 1 3 7Cs が検出限界値以下の場合は

それぞれの濃度を 0 とせず、試料中

に検出限界値の 2 分の 1 相当が存在

するものとして算出した。 

人工放射性物質である放射性 Cs

は 80 試料中 75 試料で検出され、残

りの 5 試料については 1 34Cs と 1 3 7Cs

いずれも検出限界値を下回った（表

1、2）。平成 25 年度の放射性 Cs 濃度

の最大値は 11.3 Bq/kg（伊達市（幼

児））で平成 24 年度の最大値 1.44 

Bq/kg（表 3、4）と比較すると高め

の値を示したが、現行の一般食品に

対 す る 放 射 性 物 質 の 基 準 値 （ 100 

Bq/kg）と比較すると約 9 分の 1 の値

であった。全試料の平均値について

も平成 24 年度の 0.148 Bq/kg に対し

平成 25 年度が 0.268 Bq/kg と上回っ

たが、当該試料を除いた場合の平均

値は 0.128 Bq/kg で、全体的にみる

と放射性 Cs 濃度については平成 24

年度とほぼ同じレベルにあるといえ

る。 
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地域・年齢別の平均値も同様で、

平成 25 年度の伊達市（幼児）が 3.90 

Bq/kg と突出して高い値を示したが、

上述の試料を除いた伊達市（幼児）

の 放 射 性 Cs 濃 度 は 平 均 で 0.208 

Bq/kg であり、他の地域と同じレベ

ルであった（図 2）。なお、平成 24

年 度 に お け る 陰 膳 試 料 中 の 放 射 性

Cs 濃度の地域・年齢別の平均値は東

京都（幼児）が最大（0.604 Bq/kg）

であったが、平成 24 年度に試料を提

供していただいた 3 世帯のうち、2

世帯については 25 年度も引き続き

本研究にご協力いただいた。当該世

帯から得た陰膳試料中の放射性 Cs

濃度はそれぞれ 0.066 Bq/kg、 0.061 

Bq/kg と平均よりも低い値であった。 

自然放射性物質である 4 0K は全て

の陰膳試料から検出された。平成 25

年度における 4 0K 濃度の個別の最大

値は茨城県（成人）の 42.6 Bq/kg、

最小値は北海道（成人）の 13.2 Bq/kg

であった（表 1、2）。地域・年齢別

の平均は大阪府（成人）の 34.5 Bq/kg

が最大、北海道（成人）の 20.8 Bq/kg

が最小であった。また、平成 24 年度

との比較では地域間のバラつきが小

さくなったことが認められた（図 3）。 

1-2 γ線放出核種の 1 日摂取量 

陰膳試料の濃度を基ににγ線放出

核種の 1 日摂取量を算出した。具体

的 に は 試 料 中 の γ 線 放 出 核 種 濃 度

（Bq/kg）に 2 日分の摂食量（kg）を

乗じ、2 で除した値を 1 日摂取量と

した。地域・年代別の 1 日摂取量を

表 5、6、その平均値を図 4、5 に示

す。また、参考までに平成 24 年度の

地域・年代別の 1 日摂取量を表 7、8

に示した。なお、 1 3 4Cs または 1 3 7Cs

の濃度が検出限界値を下回った場合

は摂取量を 0 とせず、試料中に検出

限界値の 2 分の 1 に相当する放射性

Cs が存在するものとして摂取量を

算出した。 

平成 25 年度における放射性 Cs の

1 日摂取量は、成人では 2.20 Bq/人・

日（南相馬市）が最大、 0.022 Bq/

人・日（北海道）が最小、幼児では

19.0 Bq/人・日（伊達市）が最大、

0.020 Bq/人・日（北海道）が最小で

あった。（表 5、6）。地域・年齢別の

平均における最大値、最小値はそれ

ぞれ成人で 1.23 Bq/人・日（南相馬

市）、0.058 Bq/人・日（北海道）、幼

児については 6.59 Bq/人・日（伊達

市）、0.031 Bq/人・日（北海道）で、

放射性 Cs 濃度と同様の結果が得ら

れた（図 4）。個別の結果における最

大値 19.0 Bq/人・日を除いた伊達市

（幼児）の放射性 Cs の 1 日摂取量

は 0.391 Bq/人・日で他の地域と同

じレベルであった。 
4 0K の 1 日摂取量については成人

では大阪府の 105 Bq/人・日が最大、

北海道の 17.1Bq/人・日が最小、幼

児では茨城県の 68.2 Bq/人・日が最

大、大阪府の 11.3 Bq/人・日が最小

であった（表 5、6）。地域・年齢別

の平均では成人の最大値は大阪府の

76.9 Bq/人・日、最小値は北海道の

27.2 Bq/人・日、幼児ではそれぞれ

51.6 Bq/人・日（伊達市）、23.5 Bq/
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人・日（南相馬市）であった（図 5）。 

1-3 γ 線 放 出 核 種 に よ る 内 部 被 ば

く線量の評価 

食品中の放射性物質の摂取にとも

なう内部被ばく線量は放射性物質の

摂取量（Bq）と実効線量係数（Sv/Bq）

により求めることができ、以下の式

で与えられる。 

 
m i imAiKH ,  

ここで、 

H: 食 品 摂 取 に 起 因 す る 実 効 線 量

(Sv) 

Am,i: 食品 m の摂取に起因する放射

性物質 i の摂取量(Bq) 

Ki :放射性物質 i の経口摂取による

実効線量への換算係数(Sv/Bq) 

である。 

1-2 で得られたγ線放出核種の 1

日摂取量の値を基に上記の計算式を

用いて、陰膳試料を 1 年間摂取し続

けた場合の預託実効線量を算定評価

した。なお、実効線量への換算係数

に つ い て は 国 際 放 射 線 防 護 委 員 会

（ICRP）の値を適用した。具体的に

は、成人については ICRP Publ. 72

における「成人」に対する線量係数、

幼児については「5 歳児」に対する

線量係数を用いて線量を算出した。 

個別の預託実効線量を表 9、10、

地域・年代別の平均値を図 6 に示す

とともに、表 11、12 に平成 24 年度

の結果を示した。なお、放射性物質

の 1 日摂取量と同様に、陰膳試料中

の放射性 Cs の濃度が検出限界値を

下回った場合は預託実効線量を 0 と

せず、試料中に検出限界値の 2 分の

1 に相当する放射性 Cs が存在するも

のとして線量を求めた。 

放射性 Cs による預託実効線量が

個 別 で 最 も 大 き か っ た の は 伊 達 市

（幼児）で 73.7 μSv、小さかった

のは大阪府（幼児）の 0.080 μ Sv

であった（表 9、10）。現在の食品中

の放射性物質に対する基準値は食品

摂取に由来する年間線量が 1 mSv を

超えないように設定されている。平

成 25 年度の放射性 Cs による預託実

効線量の最大値は平成 24 年度にお

ける最大値 7.46μSv（表 11、12）と

の比較では高い値を示したものの、

年間線量の上限値の約 14 分の 1で十

分に小さい値であることが示された。 

地域・年齢別の平均値は伊達市（幼

児）の 25.6 μ Sv が最大、大阪府（幼

児）の 0.12 μ Sv が最小であった（図

6）。放射性 Cs 濃度や 1 日摂取量と同

様、個別の結果における最大値 73.7 

μ Sv を除いた伊達市（幼児）の放射

性 Cs による預託実効線量は 1.52μ

Sv で他の地域と同じレベルであっ

た。なお、 1 3 4Cs と 1 3 7Cs の線量係数

（Sv/Bq）は以下のとおりで、成人と

比較すると 5 歳児の線量係数は小さ

い。 

・ 1 3 4Cs 

成人：1.9×10 - 8  5 歳児：1.3×10 - 8  

・ 1 3 7Cs 

成人：1.3×10 - 8  5 歳児：9.6×10 - 9  

また、食品の摂取量についても幼

児の方が成人より少ないことから、

平成 25 年度の同一地域における放



- 10 - 
 

射性 Cs の預託実効線量は伊達市を

除き、幼児の方が成人よりも小さい

傾向が認められた。 

自然放射性物質の 4 0K による預託

実効線量については、個別の最大値

は茨城県（幼児）の 523 μ Sv、最小

値は北海道（成人）の 39 μ Sv であ

った（表 9、10）。 

また、図 7、8 に放射性 Cs と 4 0K

に よ る 預 託 実 効 線 量 の 合 計 値 を 地

域・年齢別の平均値として示した。

平成 25 年度の 4 0K による預託実効線

量の地域・年齢別の平均値は伊達市

（幼児）の 395 μ Sv が最大、北海道

（成人）の 61 μ Sv が最小で、図か

ら明らかなように放射性 Cs の線量

への寄与は小さく、放射性 Cs による

預託実効線量が最も大きかった伊達

市（幼児）でも、その線量は 4 0K の

6%程度であった。なお、4 0K の線量係

数（Sv/Bq）は 5 歳児の方が成人より

も大きい（成人：6.2×10- 9、5 歳児：

2.1×10 - 8）。このため、 4 0K による預

託実効線量は、幼児の方が 4 0K の 1

日摂取量が少ないのにもかかわらず

成人よりも大きい値を示し、放射性

Cs と 4 0K による預託実効線量の合計

値についても幼児が成人を上回った。 

2 陰膳試料中のプルトニウム 

本研究で対象とした 15 地域（福島

県内の 6都市と 9都道府県）のうち、

平成 23 年度のマーケットバスケッ

ト（MB）方式による TDS [5]でも対

象地域とした福島市、宮城県、東京

都ならびに平成 24 年度の TDS で陰膳

試料中の放射性 Cs 濃度が比較的高

かった相馬市、岩手県、さらに対照

地域としての高知県について陰膳試

料中の Pu（ 2 3 9Pu、2 4 0Pu）を分析した。 

分析対象とした全 29 試料から Pu

は検出されず、検出限界値相当（約

0.0005 Bq/kg）の Pu が陰膳試料に存

在すると仮定して Pu による預託実

効 線 量 を 算 出 し た と こ ろ 、 成 人 は

0.12μ Sv、幼児については 0.082 μ

Sv が最大であった（表 13）。上記の

推計は過大な評価であるが、成人の

最大値でも食品に由来する年間線量

の上限値 1 mSv の約 8000 分の 1 で、

十分に小さい値であった。 

3 陰膳試料中のポロニウム 210 

Pu と同様、岩手県、宮城県、相馬

市、福島市、東京都、高知県の試料

を 対 象 に 自 然 放 射 性 物 質 で あ る
2 1 0Po の分析を行った。平成 25 年度

における 2 1 0Po の陰膳試料中の濃度

ならびに 1 日摂取量、預託実効線量

を表 14、また、平成 24 年度の結果

を表 15 に示した。 
2 1 0Po はいずれ の試料からも検出

され、 2 1 0Po 濃度の最大値は 0.355 

Bq/kg（宮城県幼児）、最小値は 0.077 

Bq/kg（福島市成人）であった。2 1 0Po

による預託実効線量は宮城県幼児の

845 μ Sv が最大、宮城県成人の 40 

μ Sv が最小であり、試料間で大きな

差がみられた。 

また、放射性 Cs、 4 0K、 2 1 0Po それ

ぞれの預託実効線量を地域・年齢別

の平均値として図 9 に示した。図か

ら明らかなように、預託実効線量に

ついては自然放射性物質である 4 0K、
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2 1 0Po の寄与が大きく、放射性 Cs の

寄与は最大でも 1.3%であった。3 核

種による預託実効線量の合計値は東

京都幼児（平成 25 年度）の 681 μ

Sv が最大、福島市成人（平成 24 年

度）の 146 μ Sv が最小であった。 
4 0K と同様、2 1 0Po の線量係数（Sv/Bq）

については 5 歳児の方が成人よりも

大きい（成人：1.2×10 - 6、5 歳児：

4.4×10 - 6）。このため、 2 10Po の 1 日

摂取量は幼児が成人よりも少ないが、

預託実効線量については幼児の方が

大きな値を示し、3 核種による預託

実効線量の合計値についても幼児が

成人を上回った。 

なお、平成 25 年度の放射性 Cs に

よる預託実効線量の地域・年齢別の

平均値は上述のとおり、伊達市（幼

児）の 25.6 μ Sv が最大である。伊

達市については 2 1 0Po の分析の対象

としなかったが、幼児における 3 核

種の預託実効線量の合計値の最小値

が 296 μSv（平成 24 年度福島市幼

児）であることから、放射性 Cs の預

託実効線量への寄与は大きく見積も

っても 13 分の 1 程度である。また、

Pu による預託実効線量の最大値が

0.8μ Sv であることから、人工放射

性物質の線量への寄与も同程度と評

価できる。 

4 食 品 中 の 放 射 性 物 質 の 検 査 結 果

を用いた線量の推計 

ここでは平成 25 年 12 月までに厚

生労働省から公表された食品中の放

射性物質の検査結果（N=676,684）と、

平成 22 年国民健康・栄養調査におけ

る食品群別摂取量の調査結果を利用

して求めた食品由来の放射性 Cs に

よる預託実効線量の推計結果を示す。 

4-1 福 島 原 発 事 故 直 後 から平 成 25 年

12 月 までの預 託 実 効 線 量 の積 算 値  

成人の放射性 Cs による預託実効

線量について、福島原発事故が発生

した平成 23 年 3 月から平成 25 年 12

月までの積算値を表 16 に示した。 

現行の食品中の放射性物質に関す

る基準値が適用される 2012 年 4 月 1

日までは暫定規制値を超える食品は

摂取されず、それ以降は基準値を超

える食品は摂取されないと仮定して

算定した場合の推計値は 50 パーセ

ンタイル値で 0.14 mSv、99.9 パーセ

ンタイル値で 0.49 mSv であった。な

お、推計に当たっては基準値適用に

係る経過措置も考慮した。 

また、同じ条件下で福島県産の食

品のみを摂取し続けた場合の積算値

を求めたところ、50 パーセンタイル

値で 0.19 mSv、99.9 パーセンタイル

値で 0.65 mSv と先の結果よりも大き

な値を示したが、1 年間の食品摂取

による線量に換算すると 99.9 パー

センタイル値でも 0.23 mSv で、食品

由 来 の 年 間 線 量 の 上 限 値 で あ る 1 

mSv を大きく下回った。 

4-2 平 成 25 年 9、10 月 の食 品 摂 取 に

よる預 託 実 効 線 量  

平成 25 年 9、10 月における厚生労

働省の公表結果を基に当該期間の食

品摂取による預託実効線量を推計し、

結果を表 17 に示した。推計は 4-1

と同様、2012 年 4 月 1 日までは暫定
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規制値を超える食品は摂取されず、

それ以降は基準値を超える食品は摂

取されないと仮定して行った。 

成人の放射性 Cs による預託実効

線量を福島県産の食品のみを摂取し

続けるとして算出したところ（以下、

福島県と表記）、50 パーセンタイル

値で 6 μSv、99.99 パーセンタイル

値で 23 μ Sv、福島県産以外の食品

のみを摂取すると仮定した場合（以

下、福島県以外）は 50 パーセンタイ

ル値で 3.6 μ Sv、99.99 パーセンタ

イル値で 20 μ Sv であり、福島県と

福島県以外で大きな差は認められな

かった。また、福島県の 99.99 パー

センタイル値である 23 μ Sv は食品

の年間摂取による預託実効線量に換

算すると 137 μ Sv で、食品摂取によ

る年間線量の上限値である 1 mSv の

約 7 分の 1 であった。 

幼児の放射性 Cs による預託実効

線量については福島県の 50 パーセ

ンタイル値が 2.3 μ Sv、 99.99 パー

センタイル値が 7.8 μ Sv に対し、福

島県以外では 50 パーセンタイル値

が 1.7 μ Sv、 99.99 パーセンタイル

値が 7.5 μ Sv で、成人と同様、福島

県と福島県以外で大きな差は認めら

れなかった。また、福島県の 99.99

パーセンタイル値である 7.8 μ Sv

は食品の年間摂取による預託実効線

量に換算すると 47 μ Sv で、食品摂

取による年間線量の上限値の約 21

分の 1 と十分小さい値であった。 

 

D. 考察 

1 陰膳試料中のγ線放出核種 

放射性 Cs のうち、福島原発事故前

にも大気圏内核実験の影響が認めら

れていた 1 3 7Cs と異なり、 1 3 4Cs は原

子力発電所事故に特有の放射性物質

である。1986 年に発生したチェルノ

ブイリ原子力発電所事故後には国内

の農産物でも 1 3 4Cs が検出されたが、
1 3 4Cs の物理学的半減期は 2.06 年で
1 3 7Cs の 30.1 年と比較すると短く、

福 島 原 発 事 故 の 直 前 に 環 境 試 料 で
1 3 4Cs が検出されることはなかった。

本研究では対照地域として設定した

北海道、大阪府、高知県においても

陰膳試料から 1 3 4Cs が検出されてお

り、程度の差はあれ福島原発事故の

影響が認められた。 

・平成 23 年度の MB 方式による TDS

結果との比較 

本研究に先立ち、杉山らは福島原

発事故後の平成 23 年 10、11 月にマ

ーケットバスケット（MB）方式によ

る TDS を実施した[5]。表 18 にγ線

放出核種による預託実効線量につい

て平成 23 年度の TDS の結果と本研究

における結果との比較を示した。放

射性 Cs による預託実効線量（μSv）

は福島市で平成 23 年度が 16.8 なの

に対し、平成 24 年度は 1.9、平成 25

年度は 0.43 と大きく減少した。仙台

市と東京都についても平成 23 年度

から平成 25 年度にかけて放射性 Cs

による預託実効線量の大きな減少が

認められた。 

平成 23 年度の TDS における放射性

Cs 由来の預託実効線量を食品群別
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にみると、仙台市、東京都では乳類

の寄与が大きかった（図 10）。福島

市では米・米加工品類の寄与が特に

大きく、以下、果実類、乳類の順で

あった。 

図 11 に示すとおり、原乳中の放射

性 Cs 濃度は MB 方式による TDS を実

施した平成 23 年 10 月から本研究を

実施した平成 25 年 11 月にかけて大

きく減少しており、程度や傾向の違

いはあるものの、米・米加工品類や

果実類についても同様である[7]。本

研究は陰膳方式による TDS であるた

め、個々の食品群の寄与については

明らかとなっていないが、以上の点

を考慮すると、預託実効線量の減少

はこれらの食品群の放射性 Cs 濃度

の減少によるものと推察された。 

自然放射性物質である 4 0K は必須

元素である K の放射性同位体で、食

品中には一定の濃度で存在しており、
4 0K による預託実効線量については

都市間あるいは年度間で大きな差は

ないと考えられる。しかしながら、

平成 23 年度の TDS では仙台市、福島

市、東京都の 3 都市における預託実

効線量（μSv）はそれぞれ 182、199、

177 とほぼ一致したものの、平成 24、

25 年度については都市間の差が認

められた。平成 24 年度は研究協力者

に陰膳試料を連続した 2 日に採取し

ていただいており、試料採取日が土

日に集中したため、食事については

パン、麺類等の摂取が多く、野菜類

の摂取が極端に少ない例が見受けら

れた。このため、平成 25 年度は試料

採取日を 1 週間のうちのいずれかの

2 日とし、うち 1 日は平日とするも

のとしたところ、図 3 のとおり、陰

膳試料中の 4 0K 濃度については平成

24 年度と比較して地域間のバラつ

きが小さくなった。一方、4 0K による

預託実効線量については、研究協力

者の 1日当たりの摂食量は 753g から

2325g までと大きな差があること、

また、食品群毎の摂取状況の違いも

あることからバラつきが認められた

（図 7、8）。 

・福島原発事故前の MB 方式による

TDS 結果との比較 

図 12 に杉山らが福島原発事故前

に成人を対象として実施した MB 方

式による TDS の結果を示した（平成

19～ 22 年度厚生労働省科学研究費

補助金食品の安心・安全確保推進研

究事業）。平成 19～22 年度の放射性

Cs による預託実効線量は最大値が

0.24 μ Sv、最小値が 0.11μ Sv であ

った。前述のとおり、平成 24、 25

年度における成人の放射性 Cs によ

る預託実効線量は平成 23 年度と比

較して大きな減少が認められている

が、その地域別平均の最大値は 6.70

μ Sv（平成 25 年度南相馬市）で、福

島原発事故前と比較すると依然とし

て高い水準にあるといえる。 

・福島原発事故前の陰膳方式による

TDS 結果との比較 

ここでは放射性 Cs の 1 日摂取量に

ついて環境放射線データベース [6]

に 収 載 さ れ て い る 日 常 食 の 結 果

（1963～2008 年度）と本研究におけ
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る結果を比較した。 

図 13 に示すとおり、大気圏内で核

実 験 が 行 わ れ て い た 1960 年 代 は
1 3 7Cs の 1 日摂取量が多く、最大で

4.4 Bq/人・日であった。また、2001

～ 2008 年度の結果に限ると、 1 3 7Cs

の 1 日摂取量の最大値は 0.56 Bq/

人・日であった。本研究における放

射性 Cs の 1 日摂取量の最大値 19.0 

Bq/人・日は 1960 年代の最大値を上

回るが、一方、平成 25 年度に 2001

～ 2008 年度の最大値を上回ったの

は 80 件中 6 件のみであり（表 5、6）、

一部を除いて放射性 Cs の 1 日摂取量

は福島原発事故前の範囲内にあるこ

とが確認された。 

・放 射 性 Cs 濃 度 の最 大 値 について 

上述のとおり、平成 25 年度の陰膳

試料における放射性 Cs 濃度の最大

値は 11.3 Bq/kg（伊達市（幼児））

で、平成 24 年度の 1.44 Bq/kg と比

較すると高めの値を示した。 

当該研究協力者に記入していただ

いた調査票（別 紙 3）によれば 2 日間

の献立は以下のとおりであった。 

 

・1 日目 

朝食：ご飯、味付海苔、すじこ、卵

焼き、さんまの煮つけ、きのことな

すの炒め煮 

昼食：コロッケパン、牛乳、みかん 

おやつ：玉こんにゃく、お茶 

夕食：うどん入りいも煮汁、おにぎ

り、ウーロン茶 

・2 日目 

朝食：トースト（バター）、牛乳、柿 

昼食：ミートソーススパゲティ、チ

キンナゲット、サラダ（ブロッコリ

ー）、コンソメスープ、桃の缶詰 

おやつ：スイートポテト、茶まんじ

ゅう、牛乳 

夕食：ご飯、まぐろの刺身、焼き魚

（鯛）、いか・大根・さといもの煮物、 

マカロニサラダ、まつたけの茶碗蒸

し、ラフランス、みかん 

 

また、調査票の「家庭菜園でとれ

た野菜を食べていますか」という問

いに対し、「食べている」との回答で

あったため、研究協力者に確認した

ところ、福島原発事故の前から自家

栽培の野菜を摂取しているが、事故

後は野生きのこ、山菜等、放射性 Cs

濃度が高いものは避けているとのこ

とであった。 

当該試料を 1 年間摂取し続けた場

合の放射性 Cs による預託実効線量

は 73.7 μ Sv で食品摂取による年間

線量の上限値 1 mSv を十分に下回る

ものの、表 17 で示した厚生労働省の

公表結果を用いた線量推計における

福島県の 5 歳児の 99.99 パーセンタ

イル値（年間換算で 47 μ Sv）を上

回る。上記の食事の状況と、流通食

品のみを摂取している場合に預託実

効線量が 99.99 パーセンタイル値を

超えることは考えづらいことを勘案

すると、当該試料中の放射性 Cs 濃度

が高くなったのは自家栽培の野菜、

米等が原因ではないかと推察された。

また、陰膳方式による TDS は MB 方式

と比較すると、地域、年齢に加え個
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人の嗜好等を反映しやすい点が特徴

であり、本結果はその特徴が表れた

ものといえる。 

なお、調査票の「現在、食品を買

う時に放射性物質のことを気にして

いますか？」という問いに対し、「あ

まり気にならない」または「全く気

にならない」との回答された方は先

の伊達市（幼児）の試料を提供して

いただいた方を含め 41.0%であった

（平成 24 年度は同種の問いに対し、

「特に気にしていない」との回答が

40.0％）。これらの方の陰膳試料中の

放射性 Cs による預託実効線量は平

均で 4.1 μ Sv で、「とても気にする」

あるいは「少し気にする」と回答さ

れた方の平均値 0.70 μSv を上回っ

たが、先の伊達市（幼児）の結果を

除くと平均値は 1.2μ Sv となり、大

きな差は認められなかった。 

・食品中の放射性物質の検査結果を

用いた線量の推計 

平成 25 年 9、10 月における厚生労

働省の公表結果を基に算出した、当

該期間の食品摂取による成人の預託

実効線量は福島県以外で 50 パーセ

ンタイル値が 3.6 μ Sv、 99.99 パー

センタイル値が 20 μ Sv であった

（表 17）。50 パーセンタイル値を食

品の年間摂取による預託実効線量に

換算すると 22 μ Sv で、平成 25 年度

TDS の成人の放射性 Cs による預託実

効 線 量 の 個 別 の 最 大 値 11.9 μ Sv

（南相馬市）を大きく上回った。そ

の原因としては自治体等による食品

中放射性物質の検査と本研究におけ

る陰膳調査双方のサンプリングバイ

アスの他、両者の分析精度の違いが

考えられる。すなわち、自治体等の

検査が高々数時間の測定で行われて

いるのに対し、本研究では試料を灰

化した上で 80,000 秒（約 1 日）測定

している。このため、放射性 Cs の検

出限界値については自治体等の検査

では低くても 1 Bq/kg 程度なのに対

し、本研究は 0.05 Bq/kg 程度と 1/20

である。厚生労働省の公表結果を利

用した線量推計では検出限界値未満

の場合、検出限界値相当（約 1 Bq/kg）

の放射性 Cs が存在するものとして

算出しているため、推計値が大きく

なったものと考えられる。 

2 陰膳試料中のプルトニウム  

Pu は原子炉内で以下のような反

応を経て生成される。 

 
2 3 8Ｕ ＋ ｎ → 2 3 9Ｕ ＋ ｅ → 2 3 9Np＋ ｅ →
2 3 9Pu＋ｅ 

 

ウランと同様、Pu はα線放出核種

で あ る が 、 そ の 物 理 学 的 半 減 期 は

24110 年（ 2 3 9Pu）で、 2 3 8U の約 45 億

年や 2 3 5U の約 7 億年と比較して極め

て短く、単位重量当たりの放射能の

強さを示す比放射能については Pu

の方が遥かに大きい。このため、Pu

は放射性毒性が強く、原発事故時に

憂慮すべき放射性物質の１つである。 

福島原発事故前の国内における食品

中の Pu の実態については環境放射

能水準調査（現在の実施主体は原子

力規制庁）で調査されており、その
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結果は環境放射線データベース [6]

に収載されている。環境放射線デー

タベースによれば、食品中の Pu 濃度

は放射性 Cs と比較すると低く、最大

値は 0.266 Bq/kg（さざえ）で、全

6217 件中 0.1 Bq/kg を上回ったのは

49 件であった。原子力発電所等周辺

環境放射線モニタリングでやや高め

の値が得られており、Pu 濃度が 0.1 

Bq/kg を上回ったのはいずれも原子

力発電所等周辺環境放射線モニタリ

ングの結果である。それ以外の調査

における Pu の検出件数は 78 件（全

1476 件）で、最大値は 0.029 Bq/kg

（あおのり）であった。食品群別で

は貝類と藻類等の水産物の Pu 濃度

が高い傾向にあった。 

原子力安全・保安院は福島原発事

故 に よ る Pu の 放 出 量 を 2 3 8Pu ：

1.9×10 1 0  Bq、 2 3 9Pu： 3.2×10 9  Bq、
2 4 0Pu：3.2×10 9  Bq、2 4 1Pu：1.2×10 1 2  

Bq と推計しているが[8]、表 13 のと

おり分析対象とした全ての陰膳試料

から Pu は検出されておらず、その影

響は認められなかった。 

3 陰膳試料中のポロニウム 210 

図 14 に平成 23 年度に実施した MB

方式による TDS での食品群別の 2 1 0Po

による預託実効線量を示した。食品

群別で線量への寄与が最も大きいの

は X 群の魚介類で、仙台市、福島市、

東京都における魚介類の寄与率はそ

れぞれ 93.5%、 77.3%、 86.5%であっ

た。本研究で 2 1 0Po 濃度に 0.077～

0.355 Bq/kg と試料間のバラつきが

認められたのは魚介類の摂取量の違

いによるものと推察され、個人の嗜

好を反映したものと考えられる。 

 

E. 結論 

平成 25 年度の TDS では 24 年度と

比較して一部、放射性 Cs 濃度が高い

試料が確認されたが、当該試料中の

放射性 Cs 濃度は 11.3 Bq/kg で現行

の一般食品に対する放射性物質の基

準値（100 Bq/kg）と比較すると約 9

分の 1、当該試料を 1 年間摂取し続

けた場合の預託実効線量は 73.7 μ

Sv で食品摂取による年間線量の上

限値 1 mSv の約 14 分の 1 と、十分に

小さい値であった。 

また、Pu については分析を行った

全 29 試料から検出されず、福島原発

事故前の水準にあることが示され、

全体としては幼児を含め食事による

福島原発事故由来の放射性物質の暴

露量は十分に小さいレベルにあると

評価できるが、放射性 Cs による預託

実効線量は事故前と比較すると依然

として高く、一部で放射性 Cs 濃度が

高めの試料が認められたことから、

引き続き本 TDS を実施していく。 
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F. 健康危険情報 

陰膳試料中の放射性 Cs 濃度は最

大でも 11.3 Bq/kg と、一般食品に対

する基準値である 100 Bq/kg の約

1/9 であった。また、食品中の放射

性 Cs に由来する預託実効線量につ

いても最大値は 73.7 μSv と、基準

値を設定する上で基になった年間線

量の上限値である 1 mSv の約 14 分の

1 で、健康危険情報に該当するもの

はなかった。 


